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令和６年第２回常総地方広域市町村圏事務組合議会定例会議事日程 

 

 

令和６年１０月１５日 

開会 午後３時３０分 

 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 

日程第 ２ 会期の決定について 

 

日程第 ３ 管理者報告 

 

日程第 ４ 報告第 ２号 専決処分事項の報告について 

（つくばみらい消防署救急車の物損事故に係る損害賠

償の額を定め和解すること） 

 

日程第 ５ 議案第１１号 常総広域地域交流センターの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

日程第 ６ 議案第１２号 令和５年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 

日程第 ７ 議案第１３号 令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補

正予算（第２号）について 
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報告第 ２号   

 

専決処分事項の報告について 

 

令和６年５月３１日のつくばみらい消防署救急車の物損事故に係る損害賠償の額

を定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第

１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和６年１０月１５日 提出 

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合 

                       管 理 者  松 丸 修 久 
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専決処分書 

 

 損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和６年８月２８日 

 

常総地方広域市町村圏事務組合 

管 理 者  松 丸 修 久 

 

１ 和解の相手方   

住 所  ○○○○ 

氏 名  ○○〇○ 

 

２ 損害賠償の額 

５万６，７８４円 

 

３ 和解の内容  

⑴ 常総地方広域市町村圏事務組合の責任割合は２０％、相手側の責任割合は 

８０％とする。 

⑵ 相手方○○○○は、損害額１７万８，０１５円を常総地方広域市町村圏事務

組合に支払う。 

⑶ 常総地方広域市町村圏事務組合は、損害額３万５，０７１円を相手方○○○

○に支払う。 

⑷ 常総地方広域市町村圏事務組合は、損害額２万１，７１３円を第三者に支払

う。 

⑸ 当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外において一切異議、請求

の申し立てをしないことを誓約する。 

 

４ 事故の概要 

令和６年５月３１日午前８時４５分頃、救急帰署途上、茨城県つくばみらい市豊

体地内、株式会社斉藤商店セイフル伊奈ＳＳ（現：金桝石油株式会社）前県道上に

て、当組合職員の運転する公用車（つくばみらい消防署救急自動車）が取手方面へ

進行中、株式会社斉藤商店セイフル伊奈ＳＳ から出てきた相手方（軽自動車）と

救急自動車右側面が衝突し、その弾みで相手方と停車中の第三者（普通自動車）が

衝突したものです。  
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参考資料（報告第２号関係） 

 

事故現場位置図 

 

 

事故発生状況略図 

  

発生場所 
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議案第１１号   

 

常総広域地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 

 

常総広域地域交流センターの設置及び管理に関する条例（平成２３年常総地方

広域市町村圏事務組合条例第５号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

令和６年１０月１５日 提出 

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合 

                       管 理 者  松 丸 修 久 
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常総広域地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例  

 

常総広域地域交流センターの設置及び管理に関する条例（平成23年常総地方広

域市町村圏事務組合条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第７条中第２号を削り、第３号を第２号とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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常総広域地域交流センターの設置及び管理に関する条例 新旧対照表 

 

改正案 現行 

（使用の制限） （使用の制限） 

第７条 指定管理者は、施設の管理運営上次

の各号の一に該当するときは、施設の使用

を許可しない。 

第７条 指定管理者は、施設の管理運営上次

の各号の一に該当するときは、施設の使用

を許可しない。 

(1) （略） (1) （略） 

〔削除〕 (2) 営利を目的として施設を使用するおそれ

があるとき。 

(2) （略） (3) （略） 
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提 案 理 由 

 

議案第１１号  常総広域地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について 

 

現在、常総広域地域交流センターにおいては、営利を目的としての施設使用を制

限しておりますが、利用率及び収益向上の観点から、施設の管理運営に支障のない

範囲で営利を目的としての使用ができるよう改正を行うものです。 

本改正は、公布の日から施行するものです。 
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議案第１２号 

 

令和５年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算の 

認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和

５年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算を、別紙のとおり監

査委員の意見を付して議会の認定に付する。 

 

  令和６年１０月１５日 提出 

 

                    常総地方広域市町村圏事務組合 

                      管 理 者  松 丸 修 久 
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提 案 理 由 

 

議案第１２号  令和５年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 令和５年度一般会計決算は、収入済額７２億１，２７６万６，８２３円、支出

済額６４億７，５３２万８，７９５円で、歳入と歳出の差引額７億３，７４３万 

８，０２８円を翌年度に繰越しました。 

歳入の主なものは、関係市町負担金５８億２，３０５万９千円で、歳入全体の 

８０．７％を占めております。 

歳出の主なものは、衛生費で常総環境センターの運営管理費及び放射性物質を

含む指定廃棄物の管理費として２１億２６４万５，４４１円を支出しました。衛

生費は歳出全体の３２．５％であります。 

消防費では、消防・救急業務に２６億８，６８３万６，９１３円を支出しまし

た。このうち８１．３％が人件費であります。消防費は歳出全体の４１．５％であ

ります。 
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令和５年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算審査意見書 

 

 

１ 審査の対象 

（１）令和５年度一般会計歳入歳出決算書 

 （２）令和５年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書 

 （３）実質収支に関する調書 

 （４）財産に関する調書 

 

２ 審査の期日 

  令和６年８月２６日 

 

３ 審査の手続き 

  審査に当たっては、管理者から提出された令和５年度一般会計歳入歳出決算

書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について、

関係法令及び組合監査基準に準拠して作成されているか、その内容について関

係諸帳簿、証拠書類と照合するとともに関係職員の説明を聴取し、予算執行の

適否及び計数の確認をしました。 

 

４ 審査の結果 

  審査に付された令和５年度一般会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質

収支に関する調書及び財産に関する調書は、それぞれの関係法令及び組合監査

基準に準拠し作成されており、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類と照合した

結果、適正に執行され誤りのないことを確認しました。 

 

５ 審査の意見 

  当組合の決算状況は、前年度と比較して歳入歳出ともに増額となりました。 

主な理由は、消防本部・水海道消防署庁舎改修事業によるものでした。 

 事業別に見ると、地域交流センター「いこいの郷 常総」では、新型コロナ

ウイルス感染症の５類移行に伴う社会経済活動の活性化により施設利用者数も

回復傾向となり、特に夏場のスポーツ合宿に伴う宿泊施設の利用が好調だっ

たことや、キャンプ場利用者による温浴施設の相互利用等により、令和５年

度の総利用者数は前年度比１４.３％の増となりました。 

 また常総運動公園でも、スポーツ合宿等での施設利用に加え、小中学生の
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プール授業の再開、また指定管理者による自主事業における地元スポーツ団

体の施設の定期利用等により、前年度比１７.２％の増となりました。 

これら２つの施設は、令和４年度からの指定管理者制度導入で一体的な管

理運営となり、相互利用がしやすくなったことが利用者増に繋がった要因の

一つとみられることから、指定管理者においては、引き続き、施設の効率的

な運営と効果的な相互利用をさらに発展させ、サービスの向上を図りながら

自主財源の確保にも努めるよう希望するものです。 

また制度開始から２年目を迎えた Park-PFI施設でも、テントサウナや犬
けん

種別
しゅべつ

オフ会のような趣向を凝らしたイベントや各種マルシェを開催する等新たな賑わ

いを創出し、公園や地域の活性化に貢献しました。今後も民間企業の豊富な発想

力と経験を活かして魅力あるサービスを提供し、利用者満足度の向上に努める

とともに新規利用者の獲得へと繋げていただきたい。 

また、組合においても定期的にモニタリングを実施し、コミュニケーションを

とりながら、より一層魅力ある施設運営となるよう官民一体となって取り組

んでいただきたい。 

障害者支援施設「常総ふれあいの杜」では生活介護・自立訓練等の日中活動

事業と施設の入所支援事業を行い、利用者一人ひとりの希望や状態に合わせた

サービスの提供に努めました。 

令和５年度では、コロナ禍においてそれまで限定的な利用に制限していた短

期入所利用を再開し、延べ４９人が利用しました。また劣化が顕著と診断され

た施設外壁及び屋根部を改修するための実施設計を行いました。 

引き続き、指定管理者においては関係機関と連携を密にし、安心・安全で快

適な管理運営に努めるとともに、より質の高いサービスの提供に向け、利用者

やご家族の気持ちに十分配慮しながら対応していただきたい。 

   ごみ処理事業では、前年度比３.６％減の６６，７９７トンのごみや資源物を適

正に処理しました。資源物のリサイクル率は、プラスチック製容器包装が４５.

２％で前年度比０.４ポイント増、ペットボトルは７０.０％で前年度比０.８ポ

イント増となりました。 

焼却施設では、熱分解ドラム内の金属塊の堆積による処理能力の低下から、令

和４年度に引き続き、可燃ごみを県内外４箇所に外部搬出しました。これを受

け、より分別の徹底を図るため指定ごみ袋について見直しを行い、「可燃ごみ専

用袋」を「燃やすしかないごみ専用袋」と表記を変更、事業所用では袋を透明に

して不適物の混入を目視できるよう改善、加えて圏域内のアサヒ飲料、キリンビ

バレッジとペットボトルの水平リサイクルの協定を締結し、令和６年４月からの
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実施に向けて広報で周知する等、ごみ処理の現状と分別の必要性を強くアピール

しました。 

分別によるごみの減量化は、処分費用等財源の縮減や施設の延命、今後の最終

処分場の確保等にも繋がる重要な施策の一つであり、分別を徹底し資源化を促進

することでごみの減量化を実現させ、課題解決に結び付けられるよう、引き続き

構成市と連携しながら住民や事業者への広報・啓発活動に取り組んでいただきた

い。 

また、ごみの自区内処理の原則を踏まえ、最終処分場建設の検討についても構

成市と一丸となった取り組みを希望するものです。 

消防事業では、職員１４名を新規採用し消防組織体制の適性維持に努め、住

民の安心・安全を守る機関として日夜消防活動に尽力しました。 

令和５年度は老朽化した車両３台の更新と２カ年事業となる消防本部・水海

道消防署の改修事業に着手する等、消防力強化に努め、火災５４件、救急７,９０

３件、救助１４７件、計８,１０４件の事案に対応しました。 

また消防職員においては、各種学校の入校や講習会等に積極的に参加し知識

や技術の習得に努め、より高いレベルでの消防活動を実践するため日夜訓練に

励みました。その結果、令和５年度にはその卓越した救助技術によって全国大

会出場を果たしました。 

近年では、消防が対応する災害は火災や事故、ウイルスによる感染症、テロ

や自然災害等、多様化・複雑化しており、それらに的確に対応するためには、

人員や車両、資機材等の消防資源を最大限に有効活用していく必要がありま

す。引き続き、消防資源の計画的な整備と人材育成による質の向上に努め、住

民の生命・財産を守るべく消防業務に当たっていただきたい。 

今般、少子高齢化や社会全体のＤＸ化による社会構造の変化や多様化・複雑化

する行政課題への対応等、地方自治体の役割はますます大きくなっています。 

構成市においても、少子高齢化や人口減少にみる構造的課題、社会保障関係費

や公共施設の老朽化対策費用の増加等引き続き厳しい財政状況下に置かれてい

ます。 

   組合事業においても、事業の必要性や費用対効果について精査、見直しを徹

底し、真に必要な事業であるかを見極め、ＤＸの推進により作業をスリム化し、

より効果的かつ効率的な事務事業の執行に努めるよう望むものです。 
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提 案 理 由 

 

議案第１３号  令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算 

（第２号）について 

 

本案は、令和６年度一般会計予算について、変更を加える必要が生じたため、補

正予算を調製するものです。 

今回の補正は、歳入歳出それぞれ３億１，０３９万３千円の増額です。 

歳入の主なものは、決算認定に伴う繰越金の増額です。 

歳出の主なものは、総務費と衛生費における人事異動に伴う人件費の増額、衛生

費で加熱管更新工事の完了及び可燃ごみ外部搬出委託料の増額に伴う委託料の組

替と発電量計測システム設置工事費の増額です。また、当該工事については繰越明

許費とするものです。 

 


